
議案第２４号 

天理市学童保育条例の一部改正について 

天理市学童保育条例の一部を次のように改正しようとする。 

 平成19年３月１日提出 

                      天理市長 南  佳 策 

天理市学童保育条例の一部を改正する条例 

天理市学童保育条例（平成15年３月天理市条例第９号）の一部を次のように

改正する。 

第２条の表を次のように改める。 

名称 位置 

丹波市学童保育所 天理市丹波市町1 6 3番地１ 

前栽第一学童保育所 天理市富堂町2 9 4番地 

前栽第二学童保育所 天理市前栽町3 4 1番地１ 

二階堂学童保育所 天理市二階堂南菅田町6 4 0番地 

朝和学童保育所 天理市成願寺町4 1 2番地４ 

柳本学童保育所 天理市柳本町7 1 9番地 

櫟本学童保育所 天理市櫟本町2426番地１ 

山の辺学童保育所 天理市別所町2 6 1番地３ 

第７条中「同項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という｡)に行わ

せる」を「指定管理者（同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ｡)に行わ

せるものとする」に改める。 

第11条中「4,000円」を「5,000円」に改め、同条ただし書中「2,000円」

を「2,500円」に改める。 

附 則 

 この条例は、平成19年４月１日から施行する。 


